
広島市感染症予防計画（概要版）

２ 計画の位置付け

本計画は、令和6年4月1日施行の感染症法に基づき策定するもので、本市の最上位計画である

「広島市基本計画」の保健医療分野における部門計画として、新型インフルエンザ等対策特別措

置法に基づく行動計画（以下「行動計画」

という。）等との整合や調和を図りつつ、

本市が取り組むべき感染症対策の方向性

を示すものである。

計画期間は令和6（2024）年度から令

和11（2029）年度までの6年間で、基本

指針の見直しに合わせて本計画も中間

見直しを行う。

４ 基本理念

国や県の方針を踏まえ、「様々な感染症発生リスクに対し、全ての市民が安全・安心に暮らすこ

とができる社会の実現」を基本理念とする。

５ 目指す姿

 市民一人一人が感染症予防に対する正しい知識を持ち、平時から感染防止に留意した行動をとる

ことに加え、感染症患者への偏見・差別の防止に対する意識を啓発するなど、市民と行政が一体

となった取組の推進により、市民が安全・安心な生活をおくることができる。

 新興感染症（新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症）のまん延時においても、

十分な検査及び療養体制が確保されるなど、新型コロナのような大規模な健康危機事案に迅速に

対応できる体制が整備されている。

６ 新型コロナ対応を踏まえた本市の課題と今後の対応

これまで保健所や衛生研究所を中心に、感染症の発生動向調査、施設等における集団感染対策、

病原体の検査、感染症に携わる人材への研修の実施等、各種の感染症対策を実施してきたが、新型

コロナ等への対応を通じて明らかとなった課題について、本計画及び関連する行動計画等において、

次のとおり対応する。

⑴ 感染者数の急増時などにおける相談受付や検査体制等のひっ迫への対応

• 専用相談窓口の早期設置や連携協議会等を通じた検査機関等との協力関係の強化

• PCR検査の試薬等必要な資機材や区保健センター等が使用するマスク等の衛生資材等の確保・

備蓄

⑵ 患者発生状況や疫学調査結果等の迅速な収集・分析

• 国・県等との連携による迅速な情報収集・分析体制の整備

⑶ 感染症等に係る誤った情報による患者等への偏見や差別の防止

• 多様な媒体を活用した情報発信や、周知内容に応じたスポークスパーソンの配置などの、効果

的･多角的な広報による正しい知識の普及・啓発

⑷ 有事における応援職員の確保や効果的な配置等の支援・受援体制の整備

• 動員名簿の作成等、全庁的な支援体制の整備

• 受援の目的や応援職員が従事する業務の明確化等、保健所等の受け入れ体制の整備

⑸ 疫学調査等の専門的な業務や応援職員の適切な管理を行うことができる人材の不足

• 疫学調査や患者移送訓練等の実践的な訓練に加え、業務を統括する職員への研修等を通じた幅

広い人材育成

１ 予防計画策定の背景

新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）への対応を契機に、次なる重大な感

染症危機に備えるため、令和4年12月に感染症法が改正され、順次施行されることとなった。

改正法では、感染症対策の一層の充実を図るため、国が「感染症の予防の総合的な推進を図るた

めの基本的な指針」（以下「基本指針」という。）を改正し、基本指針を踏まえて都道府県が予防

計画を改定することとなった。

また、感染症発生・まん延時には、地域の実情に応じて保健所設置市においても主体的・機動的

に感染症対策に取り組む必要があるため、基本指針や都道府県の予防計画に即した予防計画を新た

に策定することになった。

３ 計画のマネジメント

本計画の取組状況については、「注視する指標」を含め、毎年度、県、保健所設置市、感染症指

定医療機関、医師会、消防機関、その他の関係者（高齢者施設等の関係団体等を含む。）で構成さ

れる「広島県感染症対策連携協議会」（以下「連携協議会」という。）に報告し、そこでの議論を

踏まえて必要に応じて計画を見直すなど、PDCAサイクルによる適切な進行管理を行う。

７ 感染症対策に必要な視点

前述した様々な課題に直面している本市の感染症対策を推進するためには、国や県の方針を踏ま

え、以下のような視点で対策を講じていくことが重要である。このため、これまでの経験から得ら

れた知見を十分に活用しつつ、今後どのような感染症が発生したとしても、迅速かつ的確に対応で

きるよう、関係機関同士が十分連携し、平時からの各種体制の整備や、感染症に関する正しい知識

の普及・啓発を行う必要がある。

⑴ 事前対応型行政の推進

感染症発生動向調査体制の強化など、本計画等に基づく取組を通じた、平時からの感染症発生

予防やまん延防止に重点を置いた体制の整備

⑵ 感染症の予防や早期治療に重点を置いた対策

市民一人一人による感染症の予防及び適切な疫学調査の実施により早期治療へ円滑につなぐこ

とによる地域社会全体の予防の推進

⑶ 人権の尊重

患者等の意思や人権に配慮した療養環境の整備や個人情報保護、偏見・差別を防止するための

正しい知識の普及啓発

⑷ 健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応

感染症の発生時等における健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応のための、感染症

発生動向調査体制の整備や、国・県等の関係機関との連携による現行体制の更なる強化



８ 施策体系

感染症対策の推進に当たり、新型コロナ対応等を通じて明らかになった課題は相互に関連してい

ることから、それぞれの施策を適切に実施することで、感染症対策を総合的に推進していく必要が

ある。

施策の方向 注視する指標 目標値 目標値算出の考え方

感染症に関わる幅
広い人材の養成

保健所、衛生研究所の職員
を対象とする研修・訓練の
実施回数

年１回以上 －

検査体制の強化
検査の実施能力 160件/日※1

新型コロナ対応時に確保した衛生研究所
の最大検査能力検査機器の数 4台※1

保健所の体制強
化

流行開始から１か月間にお
いて想定される業務量に対
応する必要数

507人/日※2 新型コロナ（第6波）対応時に確保した
保健所職員の最大数

即応可能なIHEAT要員の確保
数

5人/日※2 新型コロナ対応時に確保した最大人数

９ 注視する指標

改正法では、基本指針を踏まえ、予防計画において具体的な数値目標を設定することになってお

り、保健所設置市においては、人材の養成、検査体制、保健所体制について設定することが義務付

けられていることから、次のとおり「注視する指標」として設定し、各取組の進捗状況を連携協議

会において定期的に評価・点検することで、計画の実効性を高め、効果的な推進を図る。

【結核】
• 健康診断の実施率向上のための普及啓発
• 外国人患者等に対する相談・支援の実施
【エイズ/HIV】
• ニーズに合った検査･相談の実施
• 長期療養体制支援の実施
【麻しん・風しん】
• 予防接種の推進
• 患者発生時における迅速な対応

• ホームページ等を通じた発生状況や薬剤耐性に関す
る情報提供

• 抗菌薬の適正使用の周知
• 院内感染への対応の強化

① 特定感染症等の予防に
係る施策の推進

② 薬剤耐性対策の推進

6. 主な個別
の感染症
への対応

③ その他の感染症等への
対応

• エムポックス対策
• ダニ類媒介感染症対策
• 蚊媒介感染症対策
• 梅毒対策
• その他感染症の予防に関する対策

施策の柱 施策の方向 具体的取組

※IHEAT:感染症危機発生時に地域の保健師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕組みのこと。
保健師のほか、医師や看護師、薬剤師など（IHEAT研修受講者）が要員として登録されている。

※1:新興感染症等の流行開始から持続可能な検査能力の最大値として、検査機器数を含め平時から維持
することを目標とする。

※2:大規模な感染症危機事案に対応するための体制として、流行開始から速やかに（１か月以内に）動員
することを目標とする。

施策の柱 施策の方向 具体的取組

① 感染症の予防等

感染症に関わる
幅広い人材の養成

① 感染症情報の迅速で正
確な把握と適切な情報
発信

③ 関係機関等との情報共
有

⑤ 検査体制の強化

① 保健所の体制強化

② 関係機関との一体的な
感染症対策の実施

• デジタル媒体等を活用した情報提供
• 学校等における感染症教育の実施
• 障害者、外国人に対する情報提供等
• その他の啓発の方策

• 保健所業務に関わる人材の養成
• 発生時対応訓練の実施
• 検査に関わる人材の養成
• IHEAT※要員等の保健所人材の確保

• 感染症情報の収集、分析及び公表
• 感染症発生状況等の迅速な把握
• 感染症サーベイランスのICT化
• 積極的疫学調査の実施

• 定期の予防接種の推進
• 国の動向等の情報収集《再掲》
• 迅速な接種・相談体制の確保
• 効果的な普及啓発《再掲》

• 連携協議会の活用
• 関係機関との連携体制の確保

• 平時からの高齢者施設、事業所等に対する感染対策
の指導等

• 医療人材派遣等の支援制度の活用

• 衛生研究所における検査体制の整備
• 衛生研究所における検査機器の維持及び資材の確保
• 他の検査機関との連携等
• 他の自治体との連携

• 保健所の人員配置及び業務の効率化等
• 保健所人材の確保
• 健康危機対処計画の策定

• 感染症患者の発生状況等の把握・共有
• 県及び他の保健所設置市との連携による一体的な感

染症対策の実施

2. 人材の養成

3. 感染症予
防・まん
延防止施
策の実施

4. 保健所体制
の整備

1. 正しい知
識の普及
啓発

• 新興感染症の外出自粛対象者に対する療養生活の環
境整備

• 宿泊療養施設としての公的施設等の活用検討

① 自宅療養者等の療養環
境の整備

5. 県による
医療提供
体制の整
備への協
力

② 偏見・差別の防止 • 学校等における感染症教育の実施《再掲》
• イベント・強化週間等を通じた普及啓発活動

③ 予防接種の勧奨等
• 効果的な普及啓発
• 国の動向等の情報収集

④ クラスター発生時の危
機管理体制の充実

⑥ その他の方策の推進
• 行動計画等の整備
• 検体の採取等、健康診断、就業制限、入院、消毒等

の措置

② 移送体制の確保

③ 個人防護具の備蓄

• 移送車両の確保
• 移送体制に関する実践型訓練の実施や関係団体との

連携の強化

② 予防接種の推進


